
 

  

 

社会福祉法人あづみの森 

保育所等訪問支援 
 

  



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設への訪問による支援 

直接支援：訪問先でお子さんと直接関わります 

間接支援：訪問先での環境設定や関わり方の工夫等について訪問先の先生方と一緒に考えます 

 

家族支援 

 必要に応じて居宅への訪問や個別、グループでオンラインまたは事業所、相談室等の場所で対面で利用者

の家族等からの相談を受け、解決のためのサポートや、支援ツールの提供を行う等、家族、家庭との連携や

必要な支援、相談援助等を行ないます 

 

関係機関との連携 

必要に応じて、訪問先施設に加えて、県や市、本人の支援に関わる医療機関や障害福祉サービスを行うもの、 

児童福祉施設その他の保健医療サービスまたは福祉サービスを提供するもの、事業所、施設、その他関係機

関と会議や連携を行う等、情報連携を行います 

 

 

 

 

 

 

 

保育所等訪問支援とは 

保育所等訪問支援は、保育所・幼稚園・認定こども園、小学校・中学校・高等学校、特別支援学校、乳児

院、児童養護施設、放課後児童クラブ（以下「保育所等」という）等、こどもが集団生活を営む施設を訪問

し、集団生活への適応のために専門的な支援を行うものです             ※保育所等訪問支援ガイドラインから引用 

支援内容 

支援内容は、お子さんの様子や保護者の希望、訪問先の意向等を踏まえて決定していきます 

あづみの森の保育所等訪問支援 
共生社会の実現 

保育所や幼稚園、認定こども園、小学校等で訪問支援を行うことにより、地域と分離することなく、お子

さんの育ちをサポートすることが出来るように支援を行います 
 

関係機関との連携 

ご家庭、訪問先、児童発達支援、放課後等デイサービス等関係機関との信頼関係を基盤に、お子さん

の様子や支援を共有することで、成長・発達を共に喜び合えることが出来るように支援を行います 
 

継続・移行支援 

児童発達支援等を利用していたお子さんが次のステップとして、保育所や幼稚園、認定こども園、学校

などに移行する際、円滑に新しい場所へ適応することが出来るように支援を行います 

保育所等の施設に通い、集団での生活や適応に専門的支援が必要なお子さんが対象です 

※サービスの利用には通所受給者証が必要です 

※あづみの森では、未就学児から小学 6年生までを対象としています 

※児童発達支援、放課後等デイサービスと併行しても利用いただけます 

※状況によっては、保育所等訪問支援を利用いただけない場合があります 

 

対象 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

あづみの森では原則として、利用期間を次の通りとしています 

※利用期間中、利用者から利用終了を申し出ることも出来ます 

※お子さんの様子や訪問先の意向等により、利用期間が短くなる場合があります 

利用期間 

就学前からの利用 利用開始日から就学前施設卒園まで。就学後概ね 1年間用 

就学後からの利用 利用開始日から概ね 2年間用 

訪問先 

保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、特別支援学校等、その他児童が集団生活を営む施設として市町

が認める施設が対象です。「市町が認める施設」としては、放課後児童クラブや中学校、高校などが想定さ

れます 

※あづみの森では、中学校、高校への訪問は行っていません 

訪問頻度 

月 1・2回、2 ヶ月に 1回等の頻度で訪問します（1 ヶ月の支給量には上限があります） 

※訪問頻度はお子さんの様子や保護者の希望、訪問先の意向等を踏まえて決定します。その為、希望頻度での訪問が出来

ない場合があります 

訪問支援員 

公認心理師、心理担当職員、保育士、児童指導員等、障害児支援に関する知識および経験を有する者が

担当します 

※担当者を選ぶことは出来ません 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

利用までの流れ 

 

相談支援事業所で受給者証

交付（変更）の手続き 

1 
 

センターあづみ園または 

向島あづみと利用契約 

2 
 

 

3 

原則として以下のような流れで訪問支援を開始します 

※利用契約をしていただく事業所を選ぶことは出来ません 

訪問支援の流れ 

訪問支援は、原則として以下のような流れで行います 

 

 

訪問先でのお子さんの 

様子を観察し課題の分析 

1 
 

訪問先の先生方と 

支援について話し合い 

2 
 

保護者に訪問時の 

様子を報告 

3 

尾道発達相談・療育支援センターあづみ園 

〒722-0042 広島県尾道市久保町 1811番地    

TEL：0848-20-7887 

児童発達支援センター向島あづみ 

〒722-0073 広島県尾道市向島町 7935番地 1    

TEL：0848-38-1815 

社会福祉法人あづみの森 

利用料金 

費用の１割が保護者負担になります。ただし、世帯の課税状況に応じて、1 ヶ月の負担額（児童発達支援や

放課後等デイサービスなどの利用料と合算）の上限が決められています 

※年少～年長（満 3歳になって初めての 4月 1日から 3年間）までのお子さんは利用料無償化対象です 

※通常の事業の実施地域を超えてサービスを提供する場合は、交通費をいただきます 

支援計画作成後 

訪問支援開始 

 

※掲載の情報は、変更になる場合があります。あらかじめご了承ください 


